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介護福祉士養成新カリキュラムに伴う指導教育に関する研究
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旭川大学短期大学部生活学科生活福祉専攻

Abstract
Thepurposeofthispaperistoexaminetheteachingmethodsofthepersonswhocompletedthe

trainingcoursefornursingcareworkerpracticaltraininginstructorandexploretheproblem.Asa
result,careworkersarerequiredtosupportlifesupportandstaffaccordingtothementaland
physicalconditionbasedonthegrounds.Ontheotherhand,theproblemofacquisitionofappropriate
teachingmethodbecameclear.

１．はじめに
1987（昭和62）年５月に社会福祉士及び介護

福祉士法が制定されてから 30年が経ち、2007
（平成19）年12月社会福祉士及び介護福祉士法
等の一部が改正され、社会福祉士実習指導者講
習会及び介護福祉士実習指導者講習会（以下「実
習指導者講習会」という。）に関して、社会福祉
士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号
ワ、及び社会福祉に関する科目を定める省令第
四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定め
る基準（平成20年厚生労働省告示第518号）及
び社会福祉介護福祉養成施設指定規則第五条第
十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規
則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が
別に定める基準（平成20年厚生労働省告示第
519号）（以下「基準告示」という。）により定
められた。
さらに、具体的な運用基準を示すため、介護

福祉士実習指導者講習会実施要領を定め、実習
指導者講習会の実施に当たっては、基準勧告等
によることとし、2009（平成21）年４月１日か
ら施行と公布された。
この基準を満たすべく、介護福祉士教育向上

に資する事業として「実習指導者講習会」は、

今年度も一般社団法人北海道介護福祉士会の
2016（平成28）年度事業計画に盛り込まれた。
公益社団法人日本介護福祉士会及び一般社団法
人北海道介護福祉士会が、公益社団法人日本介
護福祉士養成施設協会北海道ブロック会と共催
し、旭川市とその近郊を含む道北ブロックとし
て、旭川大学短期大学部（以下「本学」という）
を会場に、「実習指導者講習会」が初めて開催さ
れた。この「実習指導者講習会」は道北地域で
は第一回目のものであり、手探り状態で始まっ
たものである。それゆえ、今後の同講習会の実
施にあたって非常に多くの問題点を見つけ出す
ことができるであろうし、また見つけ出す必要
がある。
他方、「実習指導者講習会」の実施に伴い、介
護福祉士養成施設校（以下「養成校」という）
の介護福祉士養成カリキュラム（以下「新カリ
キュラム」という）が、大きく変更された。そ
の一例として、一般介護福祉士養成施設校２年
課程の医療的ケアを含む教育内容（1850時間）
のうち、「介護過程（150時間）」および「介護
実習（450時間）」が盛り込まれた。介護実習を
通して理論とその習得した基礎知識の統合を図
る必要がでてきたわけである（表２）。
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ところで、「実習指導者講習会」修了者や「養
成校」修了した学生を含む介護福祉士となった
者は、単に介護の理論と知識や倫理の習得に留
まらず、実習指導者を中核とした実習の指導の
体制の確保（表１）も要件としている。そのた
め、職場における指導力をも要求されている
が、新カリキュラムにはこの指導力を柱とする
養成の授業科目が含まれてはいない。かかる指
導力養成が必須な科目なのか明らかにされなけ
ればならない。
この観点から本稿の課題を次のように設定さ

れる。まず、この実習指導者講習会の受講者
が、４日間の講義と演習を受講したことによ
り、介護福祉士実習指導（以下「実習指導」と
いう）に対する意識がどのように変化したのか
影響とその効果について調査報告する。その上
で、問題点と養成校の実習指導体制の実状と課
題を明らかにする。
尚、本論文は本学の宮下史惠と近藤亜弥の共

同研究の成果であるが、宮下は論文全体の構成
と調査書作成と結果のまとめを執筆し、分析内
容の修正等は両者で議論しながら提示した。こ
れらの文責は宮下にある。そして、IBMSPSS
StatisticsforWindows22を使用し集計したデ
ータは、調査分析担当の近藤が文責となる。

２．実習指導者講習会の概要
実習指導者講習会は、2009（平成21）年度よ
り、始まった制度である。2012（平成24）年度
以降は、実習指導者講習会終了の資格がなけれ
ば、実習施設・事業等は、介護実習Ⅱの実習生
を受け入れることが、困難であることから、各
実習施設等は、養成校実習生受入のために実習
指導者講習会の研修参加が必須となった。
2009（平成21）年４月より実習施設・内容の

重点化として、厚生労働大臣が別に定める実習
施設を、その要件により表１のとおり実習施
設・事業等（Ⅰ）及び実習施設・事業等（Ⅱ）
に区分することとし、また、養成課程の実習全
体の３分の１以上を、実習施設・事業等（Ⅱ）
において行うものとした。
実習施設・事業等（Ⅰ）の要件として、介護

保険法その他の関係法令に基づく職員の配置に
係る要件を満たすこととし、実習施設・事業等
（Ⅱ）の要件としては、① 常勤の介護職員に対
する介護福祉士の割合が３割以上であること。
② 実習における指導のマニュアルが整備さ
れ、実習指導者を中核とした実習の指導の体制
が確保されていること。③ 介護サービスの提
供のためのマニュアル等が整備され、活用され
ていること。④ 介護サービスの提供の過程に
関する諸記録が適切に整備されていること。⑤
介護職員に対する教育、研修等が計画的に実
施されていること。
また、実習指導者の要件の見直しとして、実
習施設・事業等（Ⅰ）に配置される実習指導者
については、①介護福祉士の資格を有している
こと。②介護職員として３年以上の実務経験が
あることの要件を満たさなければならなく、実
習施設・事業等（Ⅱ）に配置される実習指導者
については、①介護福祉士として３年以上の実
務経験を有していること。②介護福祉士実習指
導者講習会を修了していることの要件をいずれ
も満さなければならないこととなった。また、
実習指導者講習会では、表３の具体的な科目内
容をすべて実施することとされている。

３．調査方法
１）調査は、本校を会場に、道北地域で初めて
開催された介護福祉士実習指導者講習会受講
者（以下「受講者」という）60名を対象に、2016
（平成28）年10月15日、16日、29日、30日
と計４日間のプログラムが全て終了した最終
日に行った。

２）データ収集方法と倫理的配慮
データ収集は、質問用紙を用い直接回収法で
行った。研究の趣旨と調査の目的と内容を紙面
で説明した。更に、研究のための調査への参加
は、受講者の自由意志であり、研究の目的のみ
の利用であり、調査結果は統計的に処理をし、
特定の個人が識別できる情報として公表しない
ことを説明し、文章による同意を得た。
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表１ 介護福祉士実習指導者の位置づけ

【介護実習Ⅰの実習施設の要件】
・介護保険法その他の関係法令に基づく基準を満たす施設又は事業であって、介護福祉士の資格
を有する者又は介護職員として３年以上の実務経験を有する者が実習指導者であることとする。

【介護実習Ⅱの実習施設の要件】
・介護福祉士の資格を取得後３年以上の実務経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成
するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ
厚生労働大臣に届け出されたもの（以下「実習指導者講習会」という。）を修了した者が実習指
導者であること。

・実習における指導のマニュアルを整備するとともに、実習指導者を中核とした実習の指導の体
制が確保されるよう、介護実習施設等における介護職員（常勤の介護職員とする。）の人数に対
する介護福祉士の人数の割合が３割以上であること。

・介護サービスの提供のためのマニュアル等が整備され、活用されていること。
・介護サービスの提供の過程に関する諸記録が適切に整備されていること。
・介護職員に対する教育、研修等が計画的に実施されていること。

表２ 介護福祉士国家資格取得のための共通科目の比較
2016（平成28）年12月末現在

介護福祉士実務者研修カリキュラム一般介護福祉士養成施設校２年課程
時 間 数科 目 名時 間 数科 目 名

30介護の基本Ⅰ・Ⅱ180介護の基本
90介護過程Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ150介護過程

120介護総合演習
450介護実習

表３ 実習指導者講習会実施内容と時間数（25時間）

目 標 及 び 内 容時間数講義
形式科 目 名

◯介護福祉が働く場で必要とされる法や制度の動向を理解する
・社会福祉士及び介護福祉法、介護保険法、障害者総合支援
法（変更：障害者自立支援法）等の関係制度

・介護福祉士としての職業倫理

２講義介護の基本

◯実習指導の基本と実習指導者のあり方等について理解する
・実習の意義と目的
・教育者としての実習指導者の役割
・介護実習の目標
・介護福祉士養成校との連携

２講義
実習指導の理論と
実際

・養成校と実習施設の連携を図るための実習懇話会ロールプ
レイ等2.5演習



宮下 史惠 近藤 亜弥

－ 4 －

３）質問紙
質問紙の質問項目は、実習指導者講習会受講

要件にある介護福祉士の資格を取得した途に焦
点をあて、受講者の主観に捉える質問とし、「性

別」、「年齢」、「最終学歴」、「所属施設形態」、「勤
務年数」、「参加動機」、「介護福祉士取得後の経
験年数」、「介護福祉士の取得方法」、「介護福祉
士以外の福祉系資格」、「実習指導経験の有無」

◯介護過程の意義と目的を理解する
◯介護過程展開のプロセスを理解する
・アセスメント
・課題の明確化
・介護計画の立案
・介護の実施
・評価と修正
・利用者の個々の状態・状況に応じた介護過程の展開（自立
支援・生活支援の視点で）

◯介護過程における計画の作成と指導方法を理解する
・実習生にとって効果的な学習方法

２講義
介護過程の理論と
指導

・事例から介護過程を展開する
・実習生に対する介護過程の指導方法に関する演習４演習

◯実習におけるスーパービジョンｎ意義と目的を理解する
・スーパービジョンの活用方法
・実習生に対するスーパービジョン

１講義
スーパービジョン
の意義と活用及び
学生理解

◯事例を通して学生理解及び指導方法について学ぶ
・スーパービジョンの実施方法
・受講生の実習場面の事例及びそれに対する指導方法に関す
るグループワーク

６演習

◯指導計画の作成と指導方法を理解する
・介護実習指導計画の作成と指導目標
・実習記録の書き方と指導方法
・カンファレンスの持ち方、評価方法

１講義
実習指導の方法と
展開

・実習記録の指導に関するロールプレイ
・模擬カンファレンス２演習

◯実習指導における自職場の課題への対応方法について理解
する

・実習生受け入れ、実習生指導に伴う児施設の課題と対処方
法

1.5演習実習指導における
課題への対応

◯専門職に求められる倫理、資質、能力等を理解する
・教員・実習指導者に求められる資質、能力
◯介護福祉士のキャリアアップと生涯研修制度を理解する
・職員の就労意欲の向上、専門職としてのキャリアデザイン
・生涯研修制度と自己教育力
・実習生の学習意欲の向上への結びつけ
◯自職場における実習受け入れ効果の活用を理解する
・ケアの質の向上、業務改善への結びつけ
・介護に関する研究成果の活用と進展について

１講義実習指導者に対す
る期待

25合 計
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および、「実習指導の方法」、「介護の基本の知
識」、「介護過程の知識」、「学生」の理解の程度、
さらに自由記述として、「実習指導者講習会を
受講した感想」、「今後習得したい知識」を設定
した。

４）分析の方法
回収した調査票をもとに、MicrosoftExcelに
てデータセットを作成し、IBMSPSSStatistics
forWindows22を使用して単純集計を行った。

４．結果
１）質問用紙の回答数について
受講者60名のうち56名（回収率93.3％）の

回収を得た。そのうち、欠損のある回答を除
き、52名（有効回答率92.9％）を分析の対象と
した。

２）対象受講者の属性について
表４に基本属性の結果を示す。

性別では、「男性」27名（51.9％）、「女性」25
名（48.1％）とおおよそ同数の受講者であった。
年齢別では、「30歳代」が21名（40.4％）と最
も多く、次に「40歳代」が17名（32.7％）、「50
歳代」の10名（19.2％）となっている。
最終学歴は、「専門学校卒業」が25名（55.8％）

と最も多く、「高等学校卒業」が16名（30.８％）、
「短期大学卒業」が７名（13.5％）、「大学卒業」
が４名（7.7％）の順になっている。
現在の所属機関は、「特別養護老人ホーム」が

20名（38.5％）、「老人保健施設」が13名（25.0％）、
「有料老人ホーム」が７名（13.５％）、「障害者施
設」が３名（5.8％）及び「養護老人ホーム」が
３名（5.8％）、「病院」が２名（3.8％）、「訪問介
護」が１名（1.9％）、「グループホーム」が１名
（1.9％）であった。「その他」の２名（3.8％）
は、施設等の勤務ではなく、研修機関の講師で
あった。
勤務年数は、「10年から20年未満」が28人

（53.8％）と最も多く、「５年から10年未満」が
11名（21.2％）、「３年から５年未満」が５名
（9.6％）、「３年未満」が４名（7.7％）、「20年か

ら30年未満」が３名（5.8％）、勤務年数「30年
以上」が１名（1.9％）であった。実習指導者講
習会への参加の動機としては、「職場の勧め」が
38名（73.1％）、「自発的に受講した」者は13名
（25.0％）、「その他・不明」が１名（1.9％）であ
った。
また、実習指導者講習会の受講要件である介
護福祉士国家資格の取得方法としては、「実務
ルート」が28名（53.8％）、「養成校ルート」が、
24名（46.2％）と若干名であるが、「実務ルート」
が多かった。
介護福祉士国家資格を取得してからの年数
は、「10年から15年未満」が19名（36.5％）、
「15年から20年未満」が18名（34.6％）、「20
年以上」が７名（13.5％）、「５年から10年未満」
が８名（15.4％）、「10年以上」が44名（84.6％）
と多くを占めている。
介護福祉士国家資格以外の福祉に関する資格
として「なし」が28名（53.8％）、「あり」が24
名（46.2％）であった。福祉に関する資格名の
内訳として、「社会福祉士」が２名、「精神保健
福祉士」が１名、「介護支援専門員」が７名、
「保育士・幼稚園教諭」が２名、「社会福祉主事
任用資格」が10名、「福祉住環境コーディネー
ター」が２名、「認知症ケア専門士」が２名で、そ
の資格名称と人数を示しているが、一人で複数
の資格を取得保持している場合があった。
実際に実習の指導を行っているかは、「なし」
が37名（71.2％）で、「あり」が15名（28.8％）
であった。

３）介護福祉士実習指導について
介護実習指導の経験があると回答した15名

（28.8％）に対して、実習指導方法と各講習内容
の理論の理解についての回答を得た。その結果
を表５に示す。
実習指導者講習会を受講して、これまでの実
習指導の状況は、養成校学生に対して適した実
習指導の内容であったと思うかに対して、「ど
ちらかというとそう思う」が７名（46.7％）、「ど
ちらかというとそう思わない」が３名（20.0％）、
「普通」が３名（20.0％）、「非常にそう思う」が
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表４ 基本属性
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２名（13.3％）であった。
介護の基本に必要な知識を持っていたかと思

うかには、「普通」が６名（40.0％）「とどちら
かとそう思う」が６名（40.0％）、「非常にそう
思う」が２名（13.3％）、「どちらかというとそ
う思わない」が１名（6.7％）であった。
介護過程に必要な知識を持っていたと思うに

は、「どちらかとそう思う」が７名（46.7％）、

「普通」が５名（33.3％）、「どちらかとそう思わ
ない」が２名（13.3％）、「非常にそう思う」が
１名（6.7％）であった。
介護実習指導では、養成校学生を理解してい
たかは、「どちらかというとそう思わない」が７
名（46.3％）、「普通」が５名（33.3％）、「どちら
かとそう思う」が２名（13.3％）、「非常にそう
思う」が１名（6.7％）であった。

表５ 実習指導者講習会受講者の実習指導状況

表６ 介護福祉士実習指導者講習会を受講（52名）した感想

養成校ルート/実習指導あり：８名（８年未満：１名 ８年以上：７名）資格取得後
年数

・実習指導を行うときに迷いや戸惑いがあったが、研修で習得したことを活かして
いきたい。21

・実習指導や、職員育成の立場として自己学習の必要性を感じた。介護の基本や介
護過程を学び、自分の引き出しが増えた。16

・今一度、学生や利用者の立場に立ち振り返ることができた。介護を目指す志にな
るよう指導したい。15

・現在の実習指導を学び、今後、活かしたい。振り返りになった。12
・新たな気持ちになれた。７
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実務ルート/実習指導あり：７名（８年未満：３名 ８年以上：４名）資格取得後
年数

・実習受け入れの事前準備や計画の見直しを考えることができた。19
・用語の理解の不足を実感した。18
・学びを自施設で活かしたい。13
・考え方が深まった。グループワークの時間が足りなく、深く意見交換ができなか
った。10

・学生を理解し根拠を持って指導しなければならないことを学び、振り返るとでき
ていなかったと感じた。更に知識を身に付け導ける指導ができるよう努力したい。６

養成校ルート・実習指導なし：14名（８年未満：７名 ８年以上：７名）資格取得後
年数

・介護の担い手の教えと育てを学べた。介護業界の底上げのために充実した機会だ
った。20

・指導の気遣いや、考えることができる指導が必要と学んだ。12
・実・学生指導を考えず、職種目線になりがちな点に気づき反省できた。10
・体験しながらの講習を学べた９
・習指導に限らず職務でも十分に活用できる。
・知識の向上ができた。６

・この学びを今後に活かしたい。３

実務ルート・実習指導なし：23名（８年未満：13名 ８年以上：10名）資格取得後
（年数）

・十分に理解できる内容だった。14

・学校側や学生の考え方を理解した。指導するだけではなく、学生個人の考え方を
十分に見ていく大切さを学んだ。13

・養成校を経ていないので、学生や教員の立場を理解できた。今後視点を変えてわ
からないことを理解することの大切さを学んだ。

・学生の心理状態が理解できた。実習生受け入れの経験はないが、本講習の必要性
を理解した。

10

・内容が勉強になった。今の学生が何を学び、何を考えているのかを知ることがで
き今後の参考になった。

・指導者と受ける側の気持ちが理解できた。実習生だけではなく、新人職員指導に
役立つ。介護職となる者にも有効。

７

・理解しやすい指導の仕方が参考になった。
・グループワークの効果が実感できためになった。５

・学生の立場が理解できた。職員指導に役立てたい。４
・職場内でも実践できるようにしたい。３
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５．分析
この実習指導者講習会の要件である、介護福

祉士国家資格取得の方法と状況として、2005
（平成17）年度（同年度の第18回介護福祉士国
家試験）より、国家試験受験者が急増したため
①実技試験会場や試験管要員、実技試験モデル
等の確保が困難である。②その試験時間に制約
がある。③入浴・排泄・食事の実際の介助に関
する実技試験が実施できない。これらの理由で
実技試験の実施体制の整備とそれに伴う受験者
の質の向上が課題として挙げられた。このこと
を踏まえたうえで、2004（平成16）年10月に
介護技術講習会の導入が図られ、介護技術講習

会が実施され講習会を終了した者の実技免除も
加わり改善を目的とした。
尚、現在、介護福祉士国家資格取得の方法と
して、以下の４つのルート（図１）がある。
①取得に必要な厚生労働大臣が指定する介護
福祉士養成課程を修了すれば卒業と同時に国家
資格が取得（移行期間）できる「養成校ルート
（「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、
2017（平成29）年度（第30回）から、養成校
ルートは介護福祉士国家試験の受験資格とな
る。なお、養成校を2021（平成33）年度末まで
の卒業生は、５年間の間に介護福祉士国家試験
に合格するか、卒業後５年間続けて介護等の業

表７ 介護福祉士国家資格取得方法による実習指導経験者（15名）の比較
資格取得後
（年）

勤務年数
（年）

平 均 年 齢
（歳）

取得方法
（名）

13.313.333.８
（20代１名・30代６名・40代１名）

養成校
（８）

11.415.444.4
（20代１名・30代２名・40代１名・50代３名）

実務
（７）

表８ 今後習得したい知識
・介護支援専門員
・社会福祉士
・アセッサー
・ユニットリーダー研修

資格

・実習指導の方法
・学生理解
・実習記録と評価の方法
・小規模施設での職員の育成と指導
・新人指導
・職員のスキルアップ

指導

・ユニットケアでの利用者との関わり方
・介護技術援助

その他医学系

知識

・ソーシャルワーカー
・心理学
・面接技法
・スーパーバイザー
・リスクマネジメント
・人事評価

・褥瘡について
・ターミナルケアについて
・認知症介護
・経口維持
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務に従事することで、５年経過後も介護福祉士
の登録を継続できる。2022（平成34）年度以降
に養成校卒業生からは、介護福祉士国家試験に
合格しなければ介護福祉士になることはできな
い。）」
②「経済連携協定ＥＰＡルート（経済連携協

定ＥＰＡ介護福祉士候補者は、実務者研修を修
了しなくても受験できるが、実務者研修を修了
することにより実技試験の免除となる。
③厚生労働大臣が指定する科目を履修する福

祉系高等学校を卒業し、国家試験に合格する途
としての「福祉系高校ルート（2009（平成21）
年度以降入学者新カリキュラム学校教育法によ
る高等学校または中等教育学校において、社会
福祉士介護福祉士学校指定規則別表第５に定め
る教科目・単位数を修めて見込みを含む者は、

受験資格を取得できる。特例高校及び旧カリキ
ュラム高校卒業の場合は、実務者研修を修了し
ても実技試験免除にはならない）」
④養成課程の教育を受けなくても３年間の介
護の現場で実務経験を経て受験資格を取得した
後に国家試験に合格する「実務ルート（実務経
験３年以上で、介護職員基礎研修課程と３号研
修を除く喀痰吸引等研修の両方を修了している
場合は、実務者研修修了と同様の受験資格。ま
た、実務経験３年以上と実務者研修修了も受験
資格となり実技試験免除）」。このように現段階
では大別されている。
2016（平成28）年３月末で、総数１,408,533
人が介護福祉士登録しており、その内訳は、養
成校ルートの者が334,260人（23.7％）、実務ル
ートが1,074,273人（76.3％）である。実務ルー

図１ 2017（平成29）年度介護福祉士国家資格取得の方法
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トによる資格取得者が多い状況である。
資格取得の方法が多様にある現状から、養成

校ルートや福祉系高校ルートを卒業した者は、
学校間での基礎学力格差の指摘をうけてはいる
が、介護福祉士養成の基礎となる教育や介護実
習を段階的に踏むことにより、職業倫理や自立
支援への思考が養われるという機会がある。そ
のため、思考意識を兼ね添えた年齢の低い新規
従事者を介護福祉の場へ供給できる傾向があ
る。また、実務ルートは、介護の場で３年以上
の社会経験を構築した立場で、受験する。その
ため実務での戦力としての役割は期待できる
が、教育を受ける機会が不十分であるため、支
援にかかわる制度論や倫理面について欠けてい
るとの指摘もある。
その理由として、1987（昭和62）年の「社会

福祉士及び介護福祉士法」の制定により、介護
福祉士が国家資格化されて30年目を迎えてい
るが、制定時には、「介護過程」に関する教育は、

「介護概論」の科目の一項でしかないという歴史
的な経緯がある。
2009（平成21）年４月の新カリキュラム改正

に伴い「介護過程（150時間）」という新たな科
目が、８年前に組み込まれたのである。上記で
も述べたが、受けた教育の指摘の一部分を表２
と表３に示してある介護過程に関しての教育時
間数で比較すると、とうてい実習指導者講習会

「介護過程の理論と指導（６時間）」や実務者研
修カリキュラム「介護過程（90時間）の中で、
理論を充足できる時間数ではないのである。
本調査の結果として表６の介護福祉士取得先

ルートと取得後年数から、この実習指導者講習
会受講の者（52名）は、介護福祉士国家資格を
取得してから３年以上の者であり十分な介護福
祉士としての経験年数は経ているが、2009（平
成21）年４月以前の「介護過程」が科目として
確立前の養成校ルート（介護福祉士取得後８年
以上）の者14名と実務ルート（介護福祉士取得
後８年以上）の者14名は、「介護過程」を習得
し内容理解の充足場面があるなしに関わらず、

この実習指導者講習会では、「介護過程」の単元
６時間の中で、介護過程の展開方法を理解した
上での指導方法を受講しなければならないとい
う現状である。
現在、実習指導を実践している受講の者（15

名）のうち養成校ルートの者８名は、20代１名、
30代６名、40代１名となり、その平均年齢は
33.8歳である。勤務年数13.3年と介護福祉士国
家資格取得後年数13.3年と全員が同数年になっ
ている（表７）。
この調査のみの結果としては、養成校卒業後

は介護福祉士として継続勤務をしており、更に
実習指導という立場も踏まえた職場での位置で
あるといえる。そして、実習指導内容や学生を
理解していると自己評価しており、各受講科目
の内容もある程度理解をしていたとの回答が多
かった。
また、実務ルート受講者７名は、20代１名、

30代２名、40代１名、50代３名である。その平
均年齢は44.4歳であり、勤務年数は15.4年、介
護福祉士国家試験取得後11.4年であるため、実
務経験４年以内に介護福祉士国家試験に合格し
ている者といえる。実習指導者講習会受講後の
感想から、実際に学生に対する実習指導は適し
たものであったとの自己評価は多かったが、実
習学生の理解は、どちらかというと不足であっ
たという回答が多かった。
この両ルートを対比すると、養成校ルート

は、平均年齢が実務ルートより10歳程度低く勤
務年数も２年程短い。しかし、養成校ルートも
習熟するためには学業期間が２年以上伴うが、
介護福祉士国家資格取得後の実務年数は２年程
長いという結果である。実務ルートは、介護福
祉士国家試験受験のために介護職としての実務
経験を３年必要とすることを義務付けられてお
り、合格にかかる年数もさまざまであると考え
られる。この年数に差異はあるものの、両ルー
トの受講者とも、自身が行う実習指導に関する
内容は、普通及びほぼ適していたとの回答が多
かった。１この理由の解明は、新たな課題とし

１注―別稿で解明する。
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て分析が必要である。
また、実務ルートは、社会経験を構築してき

たわけではあるが、実際の介護実習が未経験と
いう理由で、学生を理解し根拠を持って指導し
なければならないことを学んだ（表６）との回
答もあり、その実習学生に対する理解が乏しい
ということが一つの理由として考えられる。
その指導に関して受講した結果の感想（表６）

から、介護福祉士取得後の年数が８年以上たっ
ている養成校卒業生や国家試験受験の者は、新
カリキュラム対応前であり、特に、実務ルート
では、新カリキュラム以前の教育内容か介護福
祉教育や介護実習経験がないという要素を多く
含むため、「新たな知識や学生理解の習得に繋
がった」という内容の意見が多いが、比較的に
新カリキュラム対応後の者は、現在まで行って
きた「見直しという形の振り返りができた」と
いう内容の意見となっている。
実習指導者として実習教育の指導に携わらな

くてはならないという立場から、今後習得した
い知識として（表８）は、指導に関する知識を

深めたいという意見も多い。また、「教育に関
する内容の指導の方法の構築等を担保したい」
（表６）、「実際にこの実習指導者講習会の内容
を実習指導に関わる職員にどのように伝えたら
よいのか」（表６）等職員教育領域まで指導の方
法に不安を上げている現状もあるのである。
現に、2009（平成21）年度において全国の介

護老人福祉施設５,876施設のうち２,514施設を除
く３,362施設が介護実習を受け入れており、ま
た、中核市である旭川市は11施設中２施設を除
く９施設が受け入れをしているとの調査結果が
ある。
基本的に養成校の学生が介護の現場を実習と
いう形態で経験するということは、多職種協働
や連携のあり方を学び、将来の理想とする求め
られる介護福祉士像を見出す機会となる。そし
て、現実その場は、実情を直接体験することが
できるため、学んだ成果を踏まえ養成校卒業後
の就職先として視野に入れることに繋がってい
るのである。この期間を経ることで、介護の現
場への定着と質の向上にも資することの理由に

表９ 施設・事業所内で評価を行うアセッサー（評価者）
事業所・施設内において介護職員のキャリア・アップを推進・支援していく役割を担う人材を

いう。アセッサーは、介護職の管理的立場の人であり、被評価者である介護職員の「できる（実
践的スキル）」の度合いを評価（アセスメント）するとともに、職場における被評価者のスキルアッ
プのための具体的な方策を被評価者と一緒に検討を行い、スキルアップの支援（OJT＝Onthe
JobTraining）を行う役割がある。

アセッサー段位、受講要件（以下のいずれかの要件を満たす必要がある）
（１） 介護キャリア段位制度レベル４以上の者
（２） 介護福祉士として３年以上実務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士実習指導者講習

会を修了した者（介護福祉士養成実習施設実習指導者Ⅱの要件を満たす者）
（３） 実技試験に係る介護福祉士試験委員の要件に該当している者。具体的には、以下のいずれ

かに該当する者。
① 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後10年以上実務に従事した経験等
を有する者

② 介護福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第39条第１号から第３号までに規
定する学校又は養成施設）において介護の領域の科目を５年以上教授又は指導した経験を
有する者

（４） 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後５年以上実務に従事した経験等を
有し、介護技術講習指導者養成講習を修了した者（介護技術講習指導者の指導者の要件を満
たす者）

（５） サービス提供責任者、主任等（チームやユニットを管理・運営し、部下に対して指導・助
言を行う役職に就いている者）又は介護部門のリーダー（課長・係長）、フロアリーダー等）
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なるのである。
また、介護実習指導者や介護職員等は、資格

取得前の学生の養成過程に直接関わることで、
実習施設における生活支援の質の向上の担保と
なるのである。
今後は、高齢化が深刻に進む社会的背景の中

で次世代の介護を支える介護人材の任用資格は
「介護福祉士」を基本とすべきとの方向性が出さ
れているため、介護福祉士養成教育での介護実
習は、受け入れる施設側も育成するという形の
意味は、非常に重要な要素となるわけである。
しかし、現状としては、実習指導者は、生活

支援業務の片手間や構築された経験のみで行え
る指導ではないため、実習指導者のみならず、
介護職員の数や質の面での問題もあるため、介
護実習を受け入れる施設側の重要な課題である
とも指摘することができるのである。
ただし、今回の調査からも伺えるが、近年こ

の実習指導者講習会の意味合いの変化として、
2010（平成22）年６月閣議決定された、図２の
「厚生労働省介護職員資質向上促進事業介護プ
ロフェッショナルキャリア段位制度」において

のレベル認定のための評価者講習会参加要件と
して、介護福祉士として３年以上実務に従事し
た経験があり、かつ、「介護福祉士実習指導者講
習会」を修了した者（介護福祉士養成実習施設
実習指導者Ⅱの要件を満たす者）として、キャ
リア段位制（アセッサー）としての要件にもな
っているため自主的参加した受講者も考えられ
るのである（表９）。
また、表２に記載の「介護福祉士実務者研修」
は、2017（平成29）年度以降に介護福祉士国家
試験受験に必要な研修会となるため、この講習
に含まれている「介護過程Ⅲ」は、面接授業が
必須である。その講師要件として、実務経験
が、５年以上の介護福祉士かつ介護福祉士実習
指導者講習会修了者と要件づけられているので
ある。今回の受講者の中で、所属機関がその
他・不明の２名（表４）は、介護福祉士実務者
研修を開講している事業所講師が要件を付ける
ための参加であった。つまり、介護福祉士養成
課程に係る実習指導の受け入れのみに関する基
準を満たす参加だけではないのである。
実習指導者の要件として、介護福祉士国家資

図２
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格取得後３年以上の実務に従事した経験年数を
対象にしているが、介護福祉士国家資格取得後
の年数が長く年齢層の高い、新カリキュラム教
育課程以前の者が多く受講しているのである。
このことを前提に、新カリキュラム教育課程で
介護福祉士養成の核となる「介護実習」と「介
護過程」の教育内容は、本来は、十分に担保し
なければならないのである。

６．むすび
本研究において、北海道では2008（平成20）年

から、札幌市内を中心に、実習指導者講習会は
継続開催されてきたが、旭川近郊では初開催で
の調査であった。属性として受講前の事前調査
や地域性、介護過程の理論の習得の方法やその
評価の根拠は、あくまでも受講の者の自己評価
のみの結果であることや実習指導以外の受講目
的や今後実習指導に関わるのかという具体的な
質問の内容を含んでいないため差異を強調でき
ない。
しかし、現に、社会福祉士及び介護福祉士法

第一章総則（目的）第二条２の法律において
「介護福祉士」とは、「並びにその者及びその介
護者に対して介護に関する指導を行うこと（以
下「介護等」という。）を業とする者をいう。」
こととして「指導」を行うという内容を含んで
いるわけである。
故に、介護実習の受け入れ態勢の差によって

実習指導体制の差が生じないように、養成校に
おける教員の指導方法のあり方や学生の教育上
の問題を考慮し、実習施設や実習指導者は、介
護実習Ⅰ・Ⅱの区分のみならず指導の方法をそ
の立場や能力を尊重し緊密に連携し、学びやす
い実習環境の工夫を重ねていく役割を担わなけ
ればならないのである。これらのことは、実習
指導者講習を手がかりとして介護福祉士像を目
視し積極的に使命に取り組み成果がある充実し
た介護実習指導ができる状態となるのである。
そのためには、現在、実習指導者講習を行う

主催となる公益社団法人日本介護福祉士会の協
力を得て、受講機会の拡大を図るべきであると
考える。

また、養成校の教育内容に「介護実習指導論」
や「介護実習指導の実際」を養成科目に盛り込
み、在学中に指導法を身に付け介護福祉士資格
取得後は、「介護福祉士の指導のもと介護がで
きる」という指導方法を身につけた介護福祉士
育成を視野にいれる必要性の検証をさらに進
め、実現へと考えていくべきである。
このように指導法の課題を解決することによ
り、学生に取り組みやすい実習環境を提供する
ことができ、また、実習施設の要介護者への日
常生活支援の効果へと繋がるといえる。さら
に、介護実習で理論と日常生活支援の統合が図
られ、学生の介護福祉専門職者としての価値観
の育成に繋がる介護実習指導が実現するのであ
る。そのことにより、養成課程における介護福
祉教育が専門性への確立に向けた教育内容へと
充実したものになっていくといえるのである。
そして、介護実習の内容を充実させるためだ
けではなく、卒業後も「介護過程の指導方法」
や「介護過程の理論」の継続した担保を行い実
務との融合を図ることで、介護福祉研究を進め
ていく道筋を本学生活学科生活福祉専攻の教員
は、2017（平成29）年度卒業生からを対象にし
た介護福祉士国家試験受験対策のみならず、実
習指導者説明会等の開催や、指導的介護福祉士
のための効果ある「リカレント研修」を具体的
に担う役割を視野に考えていかなくてはならな
いと考える。

日本語要旨
本稿の目的は、介護福祉士実習指導者講習会
修了者の指導方法を検証し課題を探ることであ
る。その結果、介護福祉士には、根拠に基づく
心身の状況に応じた生活支援や職員を教育する
必要が求められる。他方、その適切な教授方法
の習得という課題が明らかとなった。
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